
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

〔
衆
議
院
〕

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

刑
事
施
設
に
お
け
る
過
剰
収
容
状
況
を
早
期
に
解
消
し
、
単
独
室
原
則
を
考
慮
し
た
居
室
環
境
や
一
日
一
時
間
を
目
標
と

し
た
運
動
環
境
の
検
討
を
含
め
、
被
収
容
者
の
生
活
環
境
の
一
層
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
刑
事
施
設
職
員
の
苛
酷
な
執

務
環
境
を
改
善
す
る
た
め
、
必
要
か
つ
十
分
な
予
算
を
確
保
し
、
刑
事
施
設
の
人
的
・
物
的
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

二

刑
事
施
設
に
お
け
る
十
分
な
医
師
等
を
確
保
し
、
地
域
医
療
と
の
連
携
を
更
に
強
化
し
、
矯
正
医
療
体
制
の
充
実
に
努
め

る
こ
と
。
ま
た
、
医
療
上
の
措
置
を
必
要
と
す
る
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
受
刑
者
本
人
の
診
療
希
望
に
配
慮
す

る
こ
と
。

三

外
部
通
勤
及
び
外
出
・
外
泊
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
対
象
者
の
選
定
な
ど
に
お

い
て
、
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

四

刑
事
施
設
視
察
委
員
会
は
、
幅
広
く
各
界
各
層
か
ら
委
員
を
選
任
す
る
こ
と
と
し
、
委
員
会
が
刑
事
施
設
の
長
に
述
べ
た

意
見
は
、
本
制
度
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
十
分
尊
重
す
る
こ
と
。

五

薬
物
犯
罪
者
や
性
犯
罪
者
を
含
む
受
刑
者
の
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
専
門
的
知
識

を
有
す
る
民
間
人
の
活
用
、
社
会
の
支
援
体
制
の
強
化
な
ど
、
矯
正
処
遇
及
び
社
会
内
処
遇
を
強
化
す
る
施
策
を
講
じ
る
こ

と
。

六

受
刑
者
の
生
活
及
び
行
動
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
は
、
隔
離
、
保
護
室
へ
の
収
容
、
懲
罰
の
執
行
中
の
行
動
制
限
な
ど

が
合
理
的
な
限
度
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

七

代
用
監
獄
制
度
の
あ
り
方
を
含
め
、
未
決
拘
禁
者
等
の
処
遇
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
の
協
議
を
迅
速
に

進
め
、
早
期
の
法
整
備
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
。

資料２



〔
参
議
院
〕

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

刑
事
施
設
に
お
け
る
過
剰
収
容
状
況
を
早
期
に
解
消
し
、
単
独
室
原
則
を
考
慮
し
た
居
室
環
境
や
一
日
一
時
間
を
目
標
と

し
た
運
動
環
境
の
検
討
を
含
め
、
被
収
容
者
の
生
活
環
境
の
一
層
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
刑
事
施
設
職
員
の
苛
酷
な
執

務
環
境
を
改
善
す
る
た
め
、
必
要
か
つ
十
分
な
予
算
を
確
保
し
、
刑
事
施
設
の
人
的
・
物
的
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

二

刑
事
施
設
に
お
け
る
医
療
充
実
の
た
め
、
関
係
省
庁
と
も
連
携
し
、
十
分
な
医
師
等
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
域
医
療

と
の
連
携
の
更
な
る
強
化
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
医
療
上
の
措
置
を
必
要
と
す
る
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
受

刑
者
本
人
の
診
療
希
望
に
配
慮
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
精
神
医
療
に
つ
い
て
は
、
出
所
後
も
引
き
続
き
必
要
な
医
療
が
確
保

さ
れ
る
よ
う
、
体
制
の
整
備
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

受
刑
者
が
社
会
と
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
そ
の
改
善
更
生
及
び
社
会
復
帰
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
親
族
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
土
曜
・
休
日
及
び
夜
間
の
面
会
を
可
能
に
す
る
た
め
の
体
制
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に

、
弁
護
士
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
受
刑
者
の
権
利
行
使
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
外
部
通

勤
及
び
外
出
・
外
泊
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
対
象
者
の
選
定
な
ど
に
お
い
て
、
適

切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

四

刑
事
施
設
視
察
委
員
会
は
、
弁
護
士
等
の
法
律
実
務
家
を
始
め
、
幅
広
く
各
界
各
層
か
ら
委
員
を
選
任
す
る
こ
と
と
し
、

委
員
会
が
刑
事
施
設
の
長
に
述
べ
た
意
見
は
、
本
制
度
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
行
刑
に
十
分
反
映
さ
せ
る
よ
う

努
め
る
と
と
も
に
、
刑
事
施
設
へ
の
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
国
民
に
も
適
切
に
公
表
す
る
こ
と
。

五

薬
物
犯
罪
者
や
性
犯
罪
者
を
含
む
受
刑
者
が
改
善
更
生
し
社
会
復
帰
す
る
こ
と
が
、
再
犯
の
防
止
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て

は
国
民
全
体
の
不
安
解
消
・
利
益
と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
適
切
な
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
専
門
的
知
識
・
技
能
を

有
す
る
職
員
及
び
民
間
人
の
積
極
的
活
用
、
社
会
の
支
援
体
制
の
強
化
な
ど
、
矯
正
処
遇
及
び
社
会
内
処
遇
を
強
化
す
る
施

策
を
講
じ
る
こ
と
。
特
に
、
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
受
刑
者
に
責
任
を
自
覚
さ
せ
た
上
で
の
真
の
改
善

更
生
を
図
る
た
め
、
被
害
者
等
に
よ
る
講
演
な
ど
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
の
充
実
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
受
刑
者
の
再
犯
防
止
に
は
就
労
の
安
定
も
効
果
的
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
協
力
雇
用
主
の
拡
大
等
を
図
る
こ
と
。



六

受
刑
者
の
生
活
及
び
行
動
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
は
、
人
権
尊
重
の
観
点
か
ら
、
隔
離
、
保
護
室
へ
の
収
容
、
懲
罰
の

執
行
中
の
行
動
制
限
な
ど
が
合
理
的
な
限
度
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

七

不
服
審
査
、
事
実
の
申
告
制
度
に
関
し
て
設
置
さ
れ
る
予
定
の
刑
事
施
設
不
服
審
査
会
の
委
員
に
は
、
刑
事
拘
禁
施
設
に

お
け
る
人
権
保
障
や
医
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
法
務
省
か
ら
独
立
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
。
ま
た
、

自
ら
不
服
申
立
て
を
行
う
能
力
の
な
い
者
に
つ
い
て
も
不
服
審
査
書
を
作
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
す
る

こ
と
。

八

外
国
人
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
本
国
に
お
け
る
処
遇
が
、
そ
の
改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
の
促
進
に
と
っ
て
よ
り

重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
関
係
国
と
の
受
刑
者
移
送
条
約
の
早
期
締
結
に
努
め
る
こ
と
。

九

代
用
監
獄
制
度
の
在
り
方
を
含
め
、
未
決
拘
禁
者
等
の
処
遇
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
の
協
議
を
迅
速
に

進
め
、
早
期
の
法
整
備
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




